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新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
猛

威
が
続
く
。
暖

か
く
な
れ
ば
収

ま
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

よ
う
で
あ
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
が
延
期
に
な
り
、
見
か
け

上
の
感
染
者
数
を
抑
え
る
必

要
も
な
く
な
っ
た
。
日
本
で

も
統
計
上
の
感
染
者
数
は
劇

的
に
増
え
る
か
も
し
れ
な

い
。

　

移
動
の
自
粛
要
請
に
伴

い
、
診
療
報
酬
改
定
の
説
明

会
が
歯
科
医
師
会
、
協
会
共

に
中
止
さ
れ
た
。
動
画
の
ネ

ッ
ト
配
信
と
な
っ
て
十
分
に

理
解
で
き
る
か
と
不
安
だ
っ

た
が
、
繰
り
返
し
見
る
こ
と

が
で
き
て
意
外
と
便
利
だ
な

と
気
が
つ
い
た
。

　

騒
動
を
機
に
遠
隔
診
療
、

在
宅
勤
務
、
ネ
ッ
ト
の
配
信

の
利
用
、
大
都
市
の
集
中
の

見
直
し
な
ど
が
促
進
さ
れ
そ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
手
洗

い
、
う
が
い
も
徹
底
さ
れ
、

来
シ
ー
ズ
ン
の
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
流
行
は
か
な
り
抑
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

大
災
害
は
困
っ
た
も
の
だ

が
、
人
間
こ
う
い
う
時
し
か

大
き
な
変
化
を
好
ま
な
い
。

コ
ロ
ナ
後
の
世
の
中
が
少
し

で
も
暮
ら
し
や
す
く
な
っ
て

い
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
終

息
ま
で
忍
耐
強
く
が
ん
ば
ろ

う
で
は
な
い
か
。 

（
Ｔ
）

新型コロナ
小
松
康
則
氏（
府　

職　

労

執
行
委
員
長

）に
聞
く

診
療
し
な
い
正
当
性
整
理

背
景
に
人
員
削
減
と
研
究
所
統
合

進
ま
ぬ
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
広
が
る
な
か
、
日
本
医
師
会
の
調
査
（
３
月
実
施
）

で
医
師
が
「
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
」
を
保
健
所
に
依
頼
し
て
断
ら
れ
た
件
数
が
大
阪
府
は
全
国
最

多
だ
っ
た
。
な
ぜ
検
査
が
進
ま
な
い
の
か
。
保
健
所
の
状
況
に
つ
い
て
大
阪
府
関
係
職
員

労
働
組
合
の
小
松
康
則
執
行
委
員
長
に
聞
い
た
。

　

応
召
義
務
を
考
え
る
上
で

重
要
な
要
素
と
し
て
「
患
者

の
病
状
の
深
刻
度
」
が
あ
り

ま
す
。

　

病
状
が
安
定
し
た
患
者
に

対
し
て
、
診
療
時
間
外
や
専

門
外
、
信
頼
関
係
の
構
築
が

困
難
と
い
っ
た
場
合
、
診
療

に
応
じ
る
か
否
か
は
柔
軟
な

対
応
が
認
め
ら
れ
て
い
る
一

方
で
、
病
状
が
深
刻
な
患
者

人
数
で
は
限
界
が
あ
る
。

　

近
年
、
全
国
的
に
保
健
所

の
数
が
減
ら
さ
れ
、
職
員
数

が
減
少
し
て
い
る
。
ひ
と
昔

前
は
保
健
師
が
担
当
地
域
を

回
っ
て
い
た
が
、「
都
道
府

県
の
保
健
師
は
地
域
を
回
る

必
要
は
な
い
。
広
域
・
調
整

業
務
を
す
れ
ば
良
い
」
と
す

る
国
の
方
針
の
下
、
府
は
２

０
０
４
年
に
32
カ
所
か
ら
18

カ
所
に
ま
で
削
減
し
た
。

　

さ
ら
に
「
行
政
の
ス
リ
ム

化
」
を
掲
げ
る
維
新
府
政

―
―
５
日
時
点
の
大
阪
府
の

検
査
実
施
人
数
は
兵
庫
や
京

都
よ
り
も
少
な
い
。
現
場
の

状
況
は
。

　

保
険
適
用
を
受
け
て
民
間

で
も
検
査
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
行
政
検
査（
※
）

は
府
内
の
保
健
所
で
検
体
を

採
取
し
、
大
阪
健
康
安
全
基

盤
研
究
所
（
大
安
研
）
と
堺

市
衛
生
研
究
所
が
検
査
し
て

い
る
。
膨
大
な
検
査
に
追
わ

れ
、
保
健
所
や
大
安
研
の
職

員
は
連
日
連
夜
の
長
時
間
勤

務
が
続
い
て
い
る
。「
終
電

し
、
市
議
会
で

３
回
否
決
さ
れ

な
が
ら
も
統
合

を
強
行
し
た
。

公
衛
研
は
保
健

所
と
と
も
に
感

染
症
や
食
中
毒

な
ど
の
疫
学
調

査
を
実
施
し
、

健
康
危
機
管
理

の
役
割
を
担
う

組
織
で
、
全
国

に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
」

「
深
夜
３
時
に
電
話
対
応
す

る
こ
と
も
あ
る
」「
土
日
の

ど
ち
ら
か
は
当
番
だ
が
代
休

も
取
れ
な
い
」
な
ど
の
報
告

が
寄
せ
ら
れ
、
深
刻
な
状
況

に
な
っ
て
い
る
。

全
国
ワ
ー
ス
ト
２

全
国
ワ
ー
ス
ト
２

―
―
保
健
所
の
職
員
数
が
足

り
て
い
な
い
の
か
。

　

保
健
所
の
職
員
は
検
体
の

採
取
だ
け
で
な
く
、
陽
性
患

者
の
搬
送
の
付
き
添
い
や
行

動
の
聞
き
取
り
、
接
触
者
へ

の
連
絡
な
ど
緊
急
対
応
に
追

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に

も
、
母
子
保
健
や
難
病
支

援
、
依
存
症
対
策
、
医
療
体

制
の
地
域
整
備
な
ど
業
務
は

多
岐
に
わ
た
る
。
限
ら
れ
た

は
、
職
員
数
の
削
減
を
強

行
。
人
口
10
万
人
あ
た
り
の

職
員
数
も
、
保
健
師
数
も
今

や
全
国
ワ
ー
ス
ト
２
だ
。
人

手
不
足
が
常
態
化
し
て
お

り
、
不
測
の
事
態
に
は
と
て

も
対
応
で
き
な
い
。

維
新
が
統
合
強
行

維
新
が
統
合
強
行

―
―
維
新
府
政
の
下
、
17
年

に
大
阪
市
立
環
境
科
学
研
究

所
（
環
科
研
）
の
衛
生
部
門

と
府
立
公
衆
衛
生
研
究
所

（
公
衛
研
）
が
統
合
さ
れ
、

独
立
行
政
法
人
の
大
安
研
に

な
っ
た
。
影
響
は
。

　

維
新
府
政
・
市
政
は
「
二

重
行
政
の
ム
ダ
」
と
主
張

　

維
新
府
政
の
職
員
削
減
に

対
し
、
私
た
ち
府
職
労
は

「
災
害
時
に
対
応
で
き
な
く

な
る
」
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て

き
た
。
そ
れ
が
現
実
に
起
き

て
し
ま
っ
た
。
現
場
の
職
員

は
最
悪
の
事
態
を
食
い
止
め

る
た
め
に
奮
闘
し
て
い
る

が
、
限
界
を
超
え
れ
ば
公
衆

衛
生
機
能
が
破
綻
し
か
ね
な

い
。

　

府
民
の
命
・
健
康
、
安
全

・
安
心
を
守
る
行
政
を
進
め

る
に
は
、
幅
広
い
専
門
性
を

有
す
る
職
員
の
マ
ン
パ
ワ
ー

が
絶
対
に
必
要
だ
。
保
健
所

の
機
能
と
職
員
体
制
の
強

化
、公
衛
研
（
大
安
研
）
を
府

立
直
営
に
戻
し
、
今
こ
そ
公

衆
衛
生
を
充
実
さ
せ
る
こ
と

が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

※
指
定
感
染
症
の
疑
似
症
の

発
症
者
や
濃
厚
接
触
者
は
疫

学
調
査
の
た
め
の
行
政
検
査

の
対
象
と
な
る
。
検
査
の
必

要
性
は
保
健
所
が
疫
学
調
査

の
観
点
か
ら
判
断
す
る

の
都
道
府
県
や
政
令
市
な
ど

に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
自
治

体
の
直
営
か
ら
切
り
離
し
、

独
立
行
政
法
人
化
し
た
の
は

全
国
で
も
大
阪
府
だ
け
だ
。

　

現
在
は
元
環
科
研
と
元
公

衛
研
の
各
施
設
で
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検

査
を
実
施
し
て
い
る
。
府
の

直
営
で
は
な
い
た
め
、
今
回

の
よ
う
な
緊
急
事
態
で
も
知

事
は
検
査
体
制
に
直
接
指
示

で
き
な
い
。
府
は
新
型
コ
ロ

ナ
対
応
で
健
康
医
療
部
の
職

員
を
今
年
度
か
ら
９
人
増
や

し
た
が
、
独
法
化
で
柔
軟
な

対
応
が
で
き
な
く
な
っ
て
い

る
の
が
実
態
だ
。

　

大
安
研
で
は
経
営
の
効
率

化
が
強
調
さ
れ
、
正
規
か
ら

非
正
規
へ
雇
用
の
置
き
換
え

が
進
み
つ
つ
あ
る
。
こ
の
ま

ま
で
は
検
査
体
制
の
維
持
や

職
員
の
技
術
継
承
が
困
難
に

な
る
の
で
は
な
い
か
。

公
衆
衛
生
の
充
実

公
衆
衛
生
の
充
実

―
―
新
型
コ
ロ
ナ
対
応
で
必

要
な
こ
と
は
。

に
つ
い
て
は
応
召
義
務
が
強

く
問
わ
れ
ま
す
。

　

通
知
で
は
、
緊
急
対
応
が

必
要
な
患
者
が
来
院
し
た
場

合
、
診
療
時
間
内
で
あ
れ
ば

事
実
上
診
療
が
不
可
能
で
な

い
限
り
は
診
療
に
応
じ
る
必

要
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

診
療
時
間
外
の
場
合
は
応
急

的
に
必
要
な
処
置
や
救
急
対

応
が
で
き
る
医
療
機
関
へ
転

送
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

し
て
い
ま
す
が
、
原
則
と
し

て
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

目
の
前
の
患
者
が
重
篤
な

状
態
に
あ
れ
ば
、
診
療
時
間

外
で
あ
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
の

医
療
者
は
可
能
な
処
置
を
す

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
通
知
は
「
患
者
の
病
状

の
深
刻
度
」
に
よ
っ
て
必
要

な
対
応
を
明
示
し
て
い
ま
す

が
、
そ
の
内
容
は
医
療
者
と

し
て
常
識
的
な
対
応
の
範
囲

と
言
え
ま
す
。

問
わ
れ
る
信
頼
関
係

問
わ
れ
る
信
頼
関
係

　

医
療
は
私
法
上
、
患
者
が

医
療
者
に
治
療
を
委
任
す
る

準
委
任
契
約
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
委
任
契
約
は
相
互
の

信
頼
が
前
提
と
な
っ
て
お

り
、
信
頼
関
係
が
崩
壊
す
れ

ば
治
療
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
で
す
か
ら
、
本
来
的

に
は
委
任
契
約
は
両
当
事
者

の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
の
で

す
。
医
療
は
そ
の
公
益
性
か

ら
応
召
義
務
が
優
先
さ
れ
ま

す
が
、
信
頼
関
係
が
基
礎
に

あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り

　

診
療
報
酬
改
定
の
新
点
数

解
説
動
画
が
好
評
だ
。
９
日

時
点
で
解
説
動
画
の
本
編
の

再
生
回
数
は
３
千
回
を
超
え

た
。
７
割
以
上
の
会
員
が
視

聴
し
た
こ
と
に
な
る
。
改
定

事
例
は
同
日
時
点
で
１
１
５

７
回
に
な
っ
て
い
る
。

　

会
員
か
ら
は
「
歯
周
病
重

症
化
予
防
の
治
療
流
れ
が
イ

メ
ー
ジ
し
や
す
か
っ
た
」

「
低
点
数
で
の
長
期
継
続
管

　改正雇用保険法が３月31日に成立
しましたが、2020年４月１日～21年
３月31日までの雇用保険料率は前年
度と同じ0.9％で据え置きとなりま
した。４月支給分の給与から適用さ
れます。

①患者の迷惑行為
　 　診療内容と関係ないクレームを繰り返し続ける
等
②悪意による医療費不払い
　 　支払い能力があるにも関わらず悪意を持ってあ
えて支払わない等
③入院患者の退院や他の医療機関への紹介・転院等
　 　医学的に入院の継続が必要ない場合の退院等
④宗教上の理由等による対応
　 　宗教上の理由等で診療行為が著しく診療が困難
な場合等
　※ 年齢、性別、人種・国籍、宗教等の理由は正当

化されない
⑤訪日外国人観光客をはじめとした外国人への対応
　 　文化、言語の違い等により著しく診療が困難な
場合
　※ 外国人も日本人と同様に取り扱いすることを前

提とする

理
へ
の
誘
導
と
い
う
改
定
の

問
題
点
が
理
解
で
き
た
」
な

ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。

動
画
の
公
開
は
４
月
末
ま
で

を
予
定
。

　

厚
労
省
は
３
月
31
日
に
診

療
報
酬
改
定
の
疑
義
解
釈
資

料
を
公
表
し
た
こ
と
か
ら
、

協
会
は
解
説
動
画
と
あ
わ
せ

て
疑
義
解
釈
の
確
認
を
会
員

に
呼
び
か
け
て
い
る
。

（
４
面
に
疑
義
解
釈
を
掲
載
）

ま
せ
ん
。

　

通
知
で
は
、
診
療
し
な
い

こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
事
例

と
し
て
、
迷
惑
行
為
や
悪
意

に
よ
る
医
療
費
不
払
い
な
ど

「
信
頼
関
係
」
が
維
持
で
き

な
い
ケ
ー
ス
が
あ
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
他
の
ケ
ー
ス

も
、
客
観
的
に
み
て
、
信
頼

関
係
を
基
礎
と
す
る
関
係
性

を
維
持
し
難
い
事
情
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ま
で
応
召
義
務
は

「
ど
ん
な
状
態
で
も
治
療
に

応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
受
け
止
め
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
通
知
に
よ
っ
て
診
療
に

応
じ
な
い
こ
と
が
正
当
化
さ

れ
る
事
例
が
整
理
さ
れ
、
患

者
応
対
の
指
針
が
示
さ
れ
た

と
思
い
ま
す
。

　

応
召
義
務
は
医
療
者
を
縛

り
自
己
犠
牲
を
強
い
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
過
剰
に

反
応
せ
ず
、
法
の
主
旨
を
理

解
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思

い
ま
す
。 

（
お
わ
り
）

下

西晃協会顧問弁護士
に聞く

どう変わったか
「応召義務」は

再
生
３
千
回
超
え
る

新
点
数
動
画
が
好
評

共済部からお知らせ

診療に応じないことが正当化される事例（要約）

①
労働者
負担

②
事業主
負担

①＋②
雇用

保険料率

0.3％ 0.6％ 0.9％

雇用保険料率据え置き

ＰＣＲ検査を担う大阪健康安全基盤
研究所のＨＰ　　　　　　　　　　

署名用紙を同封
今号に「みんなでストップ！
負担増」署名を同封していま
す。ご協力の上、５月末まで
にご返送くださいますようお
願いします。


